
ストーリーでつなぐ岐阜県観光推進補助金交付要綱 

 

（総則） 

第１条 当県の恵まれた地域資源・地域特性を生かした周遊・滞在型の観光を推進するた

め、市町村、観光事業者、観光関係協議会（観光振興を目的として設立された団体その

他知事が適当と認める団体をいう。以下同じ。）等（以下これらを「補助事業者」とい

う。）が行う取組に要する経費に対し、予算の範囲内で、ストーリーでつなぐ岐阜県観

光推進補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、

岐阜県補助金等交付規則（昭和５７年岐阜県規則第８号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）及び経費（以

下「補助対象経費」という。）、補助金の交付の対象とならない経費（以下「補助対象

外経費」という。）、補助金の額並びに補助事業者は、別表１のとおりとする。ただし、

次の各号のいずれかに該当する事業は、交付の対象としない。 

（１） 国が交付する補助金又は交付金の交付の対象となった事業 

（２） 県が交付する負担金又は他の補助金の交付の対象となった事業 

（３） 補助事業者が他の者から請け負う又はそれに類する事業 

（４） 補助事業者の経常的な運営管理を目的とする事業 

（５） 付加機能の追加が認められない施設の維持補修事業 

（６） 政治、宗教及び営利を目的とする事業 

 （７） その他補助金の交付の目的に鑑み、補助対象事業とすることが適当でないと認

められる事業 

 

（欠格事由） 

第３条 前２条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付を受けることができ

ない。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。次号において「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。） 

（２） 暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３） 役員等（法人にあっては役員及び使用人（支配人、本店長、支店長その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者（営業所の業

務を総括する権限を代行し得る地位にある者を含む。）をいう。以下同じ。）を、

法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同

等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。）

が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人

又は法人その他の団体（以下この条において「法人等」という。） 

（４） 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している 

   個人又は法人等 

（５） 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴力団員又は暴力団員



でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）を利用している個人

又は法人等 

（６） 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

るなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人

又は法人等 

（７） 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有している個人又は法人等 

（８） 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者

であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を

締結し、これを利用している個人又は法人等 

 

（補助金の要望等） 

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、要望書（別記第１号様式）

に別表２に掲げる補助対象事業の区分に応じそれぞれ同表添付書類の欄に掲げる書類を

添えて、これを知事に提出するものとする。 

２ 知事は、前項に規定する書類の提出があったときは、これらの書類の審査を行うとと

もに、現地調査等必要な調査を行い、これらの結果を総合的に勘案して補助対象事業を

選定し、補助事業者にその旨を内示する。 

 

（補助金の交付の申請） 

第５条 前条第２項の規定による内示を受けた補助事業者は、補助対象事業着手の日から

起算して１５日前までに、交付申請書（別記第８号様式）に別表２に掲げる補助対象事

業の区分に応じそれぞれ同表添付書類の欄に掲げる書類を添えて、これを知事に提出す

るものとする。ただし、内示の日から起算して１５日以内に事業を開始する場合は、補

助対象事業着手の日までに提出するものとする。 

 

（事業の着手） 

第６条 補助事業者は、別表１の１の項に掲げる事業については内示のあった日以後、別

表１の２の項に掲げる事業については補助金の交付決定のあった日以後でなければ、補

助対象事業に着手してはならない。ただし、知事が事業の性格上やむを得ない理由があ

ると認める場合は、この限りでない。 

２ 補助事業者は、前項ただし書の規定の適用により補助対象事業に着手しようとすると

きは、事前着手届（別記第９号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付の条件） 

第７条 補助金の交付を決定する場合に付する条件は、規則第６条各号に掲げる事項とす

る。 

２ 規則第６条第１号の知事の定める軽微な変更は、補助対象経費の２０パーセント以下

の経費の配分の変更とする。 

３ 規則第６条第２号の知事の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

（１） 事業費総額の２０パーセントを超える変更 

（２） 事業量又は規模の変更 

（３） 工法及び線形の変更 

４ 規則第６条第１号から第３号までの知事の承認を受けようとする場合は、あらかじめ、 



事業変更等承認申請書（別記第１０号様式）を提出するものとする。 

 

 （申請の取下げ）  

第８条 規則第８条第１項の規定により申請の取下げをすることができるのは、補助金の

交付の決定の日から１５日以内とする。 

２ 補助事業者は、前項の申請の取下げをしようとする場合は、交付申請取下書（別記第

１１号様式）を知事に提出するものとする。 

 

（状況報告） 

第９条 補助事業者は、規則第１１条の規定による状況報告について、知事から要求があ

った場合は、速やかに補助対象事業遂行状況報告書（別記第１２号様式）を提出するも

のとする。 

 

（立入検査等） 

第１０条 知事は、補助対象事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対し

て報告させ、又は補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿その他関係物件等を検査し、

若しくは関係者に質問することができる。 

 

（実績報告等） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき（廃止の承認を受けたときを含む。）

は、実績報告書（別記第１３号様式）に次に掲げる書類を添えて、これを知事に提出し

なければならない。 

（１） 成果物、完成写真その他必要な写真 

（２） 会計帳簿の写し 

（３） 支出に係る請求書及び領収書の写し 

（４） 二者以上の見積書の写し（原則として一件の支払額が１０万円を超える場合に 

限る。） 

（５） その他知事が必要と認める書類 

２ 実績報告書の提出期限は、補助対象事業の完了の日（廃止の承認を受けた場合は、当

該承認を受けた日。以下同じ。）から起算して３０日を経過した日又は補助対象事業の

完了の日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

（履行確認） 

第１２条 知事は、実績報告書の提出を受けたときは、速やかに履行の確認を行う。 

２ 前項の場合において、実績報告書により履行の確認ができないときは、必要に応じ、

現地確認又は聴取により履行確認を行うことができる。 

３ 現地確認を行うときは、あらかじめ、補助事業者に対して確認の日時及び場所、確認

を行う者の職氏名その他必要な事項を通知するものとする。ただし、緊急に確認を行う

必要があるときは、この限りでない。 

 

（補助金の交付） 

第１３条 補助金は、規則第１４条の規定による補助金の額の確定後において交付する。

ただし、知事が補助金の交付目的を達成するために必要があると認める場合は、交付決

定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。 



 

（補助金の交付請求書） 

第１４条 補助金交付請求書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号

に定めるとおりとする。 

（１）精算払の場合 交付請求書（別記第１４号様式） 

（２）概算払の場合 概算払請求書（別記第１５号様式） 

 

（暴力団の排除） 

第１５条 規則第４条の申請があった場合において、当該申請をした者が第３条の規定に

該当するときは、知事は、その者に対して、補助金の交付をしないものとする。 

２ 知事は、規則第５条の規定による交付決定をした後において、交付決定を受けた者が

第３条の規定に該当することが明らかになったときは、規則第１７条第１項の規定によ

り、補助金の交付決定を取り消すものとする。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、知事は、規則第１８条の

規定により補助金の返還を命ずるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第１６条 規則第２１条第２号の知事が定めるものは、取得価格又は効用の増加した価額

が５０万円以上の機械及び器具とする。 

２ 規則第２１条ただし書の知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省

令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表に掲げる期間とする。 

３ 知事は、補助事業者が規則第２１条の規定により知事の承認を受けて財産を処分した

ことにより収入があったときは、当該収入のうち補助金の全部又は一部に相当する額を

県に納付させることができる。 

４ 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助

対象事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助

金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。 

 

（書類、帳簿等の保存期間） 

第１７条 規則第２２条の知事の定める期間は、補助対象事業の完了の日の属する年度の

翌年度以後５年間（当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分の

制限を受ける期間が５年を超える場合にあっては、当該期間の末日の属する年度の末日

まで）とする。 

 

（補助事業の表示） 

第１８条  補助事業者は、補助対象事業により整備した施設等に、県補助金を受けて事業

を実施した旨を表示するものとする。 

２ 前項の規定による表示に要する経費は、補助対象経費とする。 

３ 第１項の規定による表示に係る表示方法等は、次のとおりとする。 

 （１）ハード事業 

ア 表示方法 銘板、看板、ラベル等の取付け等 

イ 表示対象 施設整備及び基盤整備により整備した施設等並びに備品 

ウ 表示場所 不特定多数の者の通行が多い場所等表示効果が高い場所 

 （２）ソフト事業 



ア 表示方法 チラシ、パンフレット、広報誌、ＷＥＢページ等への掲載等 

イ 表示対象 イベント、調査研究、啓発活動等に係る紙面等 

ウ 表示場所 紙面等の許す範囲で見やすい場所 

４ 前項の表示方法等の標準的な例は、別表３及び別表４のとおりとする。 

 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の手続等に関し必要な事項は、知

事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和７年度３月補正分の予算に係る補助金

から適用する。 

 


